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 町民の皆様には、明るく豊かな平成１７年であることを願い、希望を持って新春を迎え

られたこととお喜び申し上げます。 
本町はもとより全国の自治体においては、国の財政危機の影響を受け地方交付税等の収入

が減少していくなか、保健・医療・福祉に関わる住民生活の維持、教育・文化の振興、経済

支援等と益々大きくなる住民要求への対応を余儀なくされております。 
本町は、自主・自立のまちづくりを選択し「芽室町自主・自立推進プラン」の策定を進め

るとともに、総体的な行政改革に取り組んでおりますが、私ども議会としても今後の議員定

数・議員報酬の在り方について議会活性化の一環として検討を進めております。 
 また、国は国庫補助負担金、地方交付税、税財源のいわゆる「三位一体の改革」を推進

しておりますが、そもそも「三位一体の改革」は、真の地方分権の実現が目的であります。 
 しかし、最近の動向を見る限りでは地方交付税の削減だけが先行している状況にありま

す。 
これに対して、町議会として国及び政府関係機関に意見書を提出したほか、地方６団体

の一員として今後も粘り強い要請活動を行っていく考えでおります。 
 今後も私たち１８人の議員が町民の皆さんの声に耳を傾け、その声を町政に届け、議論

を大切にしながら町民の皆さんが安心して暮らせるまちづくりに努力してまいりますので、

議会に対し多くのご意見をお寄せいただき、ご指導賜りますようお願い申し上げます。 

芽室町の発展と町民皆様のご多幸・ご健勝を祈念申し上げ年頭の挨拶といたします。 

芽室町議会 議長 平 野  勝 一 
 

 
 

 １２月議会定例会は、１２月８日（水）に開会、１５日（水）、１６日（木）

の２日間に７人の議員が一般質問を行い、２２日（水）に閉会しました。 
 １２月議会定例会における一般質問、議案に対する質疑等については、イ

ンターネットにて録画画像をご覧いただけます。 
 

町のホームページアドレス ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｅｍｕｒｏ．ｎｅｔ／ 

お問い合わせ 議会事務局 議事課 総務係 ６２－２６１１（内線３１３） 
 
 



 

 
 

町が自主・自立の方針を決め、「芽室町自主・自立推進プラン」の策定作業

を進めていますが、その中の議会に関する事項については議会が自ら検討し

ていくことが確認され、議会活性化の一環として議会運営委員会で検討して

おります。 
９項目の議会活性化検討項目のうち、「議員定数」「議員報酬」については

次の５項目の論点整理を行い協議しております。 
１．議会の現状と課題（権能・役割）の観点 

２．町政の現状と将来予測の観点 

３．行財政改革の観点 

４．町民による客観的な議員活動の評価の観点 

５．その他 
 

つきましては、今回の検討にあたり、議会に関することについて、町民の

皆さんにご意見等をお聞きしたいと思います。 
「ホットボイスはがき」や「お手紙」、「FAX」、「電子メール」等どんな方
法でも結構ですのでご意見をお寄せください。 

 

  住 所 〒082-8651 芽室町東２条２丁目１４ 議会事務局 宛 

    メールアドレス  g-shomu@memuro.net  FAX ６２－９８１３ 
 
＊参考 ・議員定数：１８人 (地方自治法における法定上限数は２２人) 
     なお、平成１５年４月までの議員定数は２２人でした。 

・議員報酬：平成１６年度の議員報酬、期末手当、共済費の総額は、 
７，４６５万円で、それぞれの月額報酬は次のとおりです。 

        議 長 ３３０，０００円（平成８年から据え置き） 
        副議長 ２６４，０００円（    〃     ） 
       委員長 ２３６，０００円（    〃     ） 
        議 員 ２１１，０００円（    〃     ） 

＊なお、年間それぞれの月額報酬の４．４か月分が期末手当として支

給されています。 


